
【はじめに】当院では、「輸血療法の実施に関する指針」

に則って、平成２５年より輸血後感染症検査を実施してき

た。今回は、開始後２年半を経過したので、当院の検査体

制について報告し、その問題点について考察する。

【方法】検査体制は、輸血療法委員会が主導し構築した。

実際には①輸血管理部門である臨床検査科による検査対象
者リストアップ　②リストアップ者の医師による確認　
③リストアップ者の医事課による再チェック　④医事課か
ら患者への検査案内状郵送　⑤臨床検査科による電子カル
テへの検査項目入力　⑥患者来院採血　⑦医師による検査
結果説明　から成り立つ。検査項目は、指針通り、HBV核
酸増幅検査、ＨＣＶコア抗原検査、ＨＩＶ抗原抗体検査と

した。検査体制構築後の平成２５年５月より開始した。今

回は、平成２５年５月より平成２７年１２月までについて、

検査実施率、陽性率、問題点について調査した。

【結果】平成２５年の実施以来、対象とした輸血実施人数

３９５名、うち案内状郵送人数２３６名、検査実施人数９

４名で、検査実施率は、案内状郵送患者の４３％であった。

検査陽性率はすべての検査項目において０％であった。平

成２６年１２月から平成２７年６月までの７か月間は検査

空白時間となってしまっていた。問題点として、リストア

ップを行う臨床検査科と郵送業務を担う医事課の業務負担、

検査実施日の遅れ、検査空白時間の発生、また医師による

検査結果説明時の診察待ち時間などが明らかとなった。

【考察】当院では、輸血前感染症検査は、入院時感染症検

査で兼ねる体制しか構築できておらず、輸血前保管検体に

頼っている現状である。そのような状況の中、輸血療法委

員会主導で平成２５年より輸血後感染症検査を開始した。

検査実施率が４３％にとどまっているのは、案内状を送付

するのみでそれ以上の働きかけを行っていないこと、輸血

後感染症検査についての説明が医師による輸血同意書取得

時の１回のみであること、受血者の輸血後感染症に対する

意識向上を図れていないことなどによると思われる。また

医師による検査結果説明来院時の診察待ち時間が長時間に

及ぶことも患者側だけにとどまらず医師にも負担になって

いる。解決策が必要と思われる。０７７３-４３-０１２３

当院における輸血後感染症検査取り組みの問題点
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【初めに】近年、チーム医療の重要性が増す中で臨床検査

技師の担う役割も多岐にわたる。当院の輸血・細胞治療セ

ンターでも診療支援として造血幹細胞移植時の細胞調製・

保存などを行う細胞療法支援、クリオプレシピテート(以下
クリオ)や自己フィブリン糊など院内調製製剤の作製と保管
などを行う手術支援、患者細胞や血清を用いた再生治療の

支援を行っている。今回は、当院が行っているクリオ製剤

および自己フィブリン糊製剤について紹介する。

【当院紹介】当院は、病床数 963床の三次救急指定病院で
ある。平成 26年度の一日平均患者数は入院：約 780名、外
来：約 2400名で、血液製剤の使用量は RBC：15878単位、
FFP：14521単位、PC：27430単位である。平成 26年度の
クリオ製剤の使用は 36件、自己フィブリン糊は平成 27年
5月の運用開始から平成 28年 2月までで 25件の使用であ
った。

【支援内容】心臓血管外科や救命救急センターなど大量出

血に伴う希釈性凝固障害に遭遇する頻度の高い診療科から

強い要望があり、平成 20年 12月よりクリオ製剤の作製を

行っている。クリオ製剤は FFP-LR-480を 4℃で緩徐に融解
することで析出するクリオプレシピテートを遠心し、上清

を除いたものを製剤としている。

また、自己フィブリン糊は脳神経外科からの要望で作製を

開始した。組織の接着や止血の促進、市販製剤による感染

症伝播・副作用リスクの回避、手術の際の選択肢の拡充と

いった目的が挙げられる。他の診療科からの要望もあり、

運用の拡大を検討している。

自己フィブリン糊は、自己血貯血により作製した自己

FFPを元に、上記のクリオ製剤作成の要領で自己クリオを
作製している。術中に自己クリオとトロンビン液とを術野

に噴霧し、自己フィブリン糊として使用される。

【最後に】当センターでは紹介した診療支援以外にも

様々な支援を行っているが、診療科からの要望はまだまだ

多い。これからも、診療科からの要望に応えつつ、医療の

質・安全性の向上のための体制を構築していきたい。

（輸血・細胞治療センター　TEL:0798-45-6348）

当センターにおける院内調製製剤の運用
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【はじめに】

　（一社）和歌山県臨床検査技師会が主催する海外研修

（第 10回アジア臨床検査研修）に参加し、タイ国立大学チ
ュラロンコーン大学にて 3日間の日程で研修を受け
HIV/AIDS、結核の疫学と感染対策を学び、リサーチプロポ
ーザル（調査計画書）の講義の後、グループに分かれ実際

に作成し発表した。本研修の様子、今後の臨床検査技師の

可能性など私見を交えて報告する。

【研修概要】

期  間：2015年 8月 20日～22日（3日間）
場  所：タイ国チュラロンコーン大学内研修施設 SASA
参加者：18名　　日本人 14名（内学生 4名）タイ人 4名
　　　　実務委員 5名
言　語：英語

【内容】

　タイ国における HIV/AIDS、結核の疫学についての講義、
デング熱、タイ国における肝炎に関する講義を受けた。又

研修の主軸となるリサーチプロポーザルについての基礎を

学びグループに分かれて実際に英語にて作成発表後、講師

陣による評価を受けた。施設見学では、AIDS治療にあたっ
ているタイ最大規模の感染症専門病院である BIDIを見学し
た。

【まとめ】

　研修を終えて感じた事は、タイ国での AIDSに取り組む
姿勢に比較して、日本の AIDSに対する意識が余りにも低
いということです。過去に感染爆発を経験し、調査計画書

を用いて感染対策を徹底的に行ったタイでは感染者を減ら

すことが出来たが、日本では現在も増え続けている。この

現状を踏まえ臨床検査技師はもっと活発に啓発活動を行う

べきだと思う。研修第 1回から第 10回までの参加者は
141名でその中には研修後、海外で活躍されている者もい
る。

病院検査部という限られた空間内での仕事以外でも、私達

臨床検査技師が活動できる場を知る事が出来た。今後研修

参加者が臨床検査領域、公衆衛生領域や教育等のさまざま

な場で生かせる事を願う。　　（連絡先 0735-31-3333）

平成 27年度　和臨技海外研修に参加して

-第 10回　アジア臨床検査研修より得られたもの-
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和歌山病院 5)、大阪医療技術学園専門学校 6)
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【はじめに】輸血副作用状況を把握することは重要である。

当院では輸血適合票により副作用の有無、および症状のチ

ェックを行ってきた。今回、「赤十字血液センターに報告

された非溶血性輸血副作用-2014年-」と当院の輸血副作用
発生状況を比較したので報告する。

【対象】当院は 2014年 7月に開院。以降 2015年 12月迄、
自己血を除く全ての輸血用血液製剤を対象とした。

（RBC3666単位、FFP2318単位、PC3795単位）
【結果】副作用発生件数は、29件。心臓血管外科の手術に
伴う大量輸血での発生が最も多く、製剤の特定が困難であ

った。

全製剤での主な症状は、蕁麻疹・膨隆疹等の皮膚症状、発

熱・悪寒、血圧変動であった。

このうち日本赤十字血液センターに副作用調査依頼したも

のは 3件であった。
【考察・まとめ】日本赤十字血液センターに報告された使

用製剤・症状別副作用報告数から、蕁麻疹は血小板製剤、

発熱反応は赤血球製剤、血圧低下は赤血球製剤で多い傾向

にあり、供給本数に対する副作用報告頻度を使用製剤別に

みると、血小板製剤が最も高かった。

日本赤十字血液センターの報告と比較して当院の輸血副作

用発生状況の調査した結果は、蕁麻疹、膨隆疹の発生率が

高い事がわかった。製剤の特定は困難であったが、血小板

製剤を使用した症例に多く発生する傾向であった。

輸血療法における副作用管理、発生時の対応・原因追求な

ども重要であり、当院では輸血適合票に副作用の有無の記

入を徹底し、副作用状況がカルテに記載されていない場合、

記載するよう指示管理している。

                  　　　　連絡先　090-3992-2204

当院における非溶血性輸血副作用の解析報告
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【はじめに】近年、医師、看護師の業務軽減のための役割

分担として臨床検査技師による採血が求められており、技

術・精神面の育成において採血教育プログラムの施行は必

要であると考える。当院検査技術部では、新入職員（新人）

に対して 1年間で全検査室をローテーションする教育プロ
グラムを組んでおり、採血にも 1.5ヶ月の教育期間が与え
られている。この教育期間での採血教育の取り組みと、そ

の成果について報告する。

【新人教育の流れ】1) 標準採血法ガイドライン（JCCLS）
等を用いた採血の基礎知識、注意点及び実施方法の説明、

2) 指導者に付いて穿刺以外の患者対応を実施、3) 疑似腕
を用いた採血の練習、4) スタッフの腕を用いた採血の実践、
5) 指導者監督のもとで患者の採血、6) 単独で患者の採血
（尺側部位等危険部位での採血を除く）。これらの教育を

2週間以内に実施する。3週目以降に尺側部位等危険部位で
の採血、手背からの採血の実践等随時フォローアップを行

う。4週目以降に新人教育達成度シートを使用し、教育項
目の確認を実施し、未実施の事項があれば指導する。

【教育成果の算出方法】新人の平均採血患者数（/日）、平
均採血所要時間（/患者）、採血交代割合（/週）について、
採血を一人で実施した初日から 5日間（初週）、教育プロ
グラム終了直前の 5日間（最終週）で算出した。また、初
週と最終週間の比較には t-検定を実施した。
【結果】結果を以下の表に平均±SDで表記する（n = 7）。

平均採血患者数

/日（人）
平均採血所要時間

/患者（分:秒）
採血交代割合

/週（%）

初週 最終週 初週 最終週 初週 最終週

41

±5.3

53

±5.3
03:28
±00:17

03:21
±00:07

21
±11.5

5
±2.6

p < 0.01 p = 0.13 p < 0.01

【考察】採血教育プログラム施行により、新人の一日の採

血患者数の増加、交代割合の減少など採血技術の向上が見

られた。また採血所要時間の短縮は見られなかったが、こ

れは、採血技術が向上したことで、採血が難しい患者への

採血が可能になったためと考えられ、教育の成果であると

考えられる（兵庫医科大学病院採血室：0798-45-6320）。

新入職員に対する採血教育の取り組みと成果

◎神前 雅彦 1)、黒田 美穂 1)、藤岡 孝博 1)、井垣 歩 1)、和田 恭直 1)、戌角 幸治 1)、小柴 賢洋 2)

兵庫医科大学病院 臨床検査技術部 1)、兵庫医科大学 臨床検査医学講座 2)
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【はじめに】タイ国チュラロンコーン大学研修施設におい

て、平成 27年度和歌山臨床検査技師会主催第 10回 HIV　
/AIDS対策海外人材育成研修会が開催された。タイ国は
HIV/AIDSの感染爆発を経験した国である。そこで、私た
ちはタイ国の HIV/AIDSやその他の感染症の現状、対策、
疫学やサーベイランス、リサーチプロポーザルについて学

び、また感染症に特化した病院施設の見学等を経験した。

研修における目的のひとつであるプロポーザル、すなわち

実用性のある調査計画書を紹介すると共にその有用性を報

告する。

【内容】プロポーザルとは、タイトル、背景、論点、仮説、

問題点、目的、計画の骨組み、計画に影響を与える変動の

事象、定義、範囲と制限、効果、方法、計画書、予算とい

った様々な項目について定義することで、調査における具

体的な計画を論理的に進めることができる。「良いプロポ

ーザル」を作成するために、これらの項目内で守るべき事

項やコツを講義で学び、実際に研修参加者でグループにわ

かれてプロポーザル作成に挑戦した。

【作成したプロポーザルのタイトル】「Change the image of 
HIV in Japan!」
【まとめ】プロポーザル作成では、様々な項目について定

義することで、問題をひとつひとつ順序立てて考えること

ができた。その結果、物事を論理的に考えることができる

ため、思いがけない問題点を見つけられ、より実用的な計

画書を作ることができた。それだけでなく英語で作成する

ことで、世界共通に用いることができるという利点もある。

今回の研修会では、タイ国における疫学や現状について学

び、感染対策やその取組並びに臨床検査技師の関わりにつ

いて知る事ができた。またプロポーザルのコツを学び、実

際に頭を悩ませながら作成し、さらに自分たちが作ったプ

ロポーザルを講師陣から評価を受けた。このような経験は、

座学では味わえず実際に研修に参加することでしか得るこ

とができない。今回で本研修会は終了となるが、今回

HIV/AIDSの感染爆発を経験した現地で講義を受け、プロ
ポーザルを実際に作成できたことは、私にとって非常に価

値のある 3日間となった。連絡先 073-422-4171内線 1438

平成 27年度　和臨技海外研修に参加して

Research Proposalの有効性
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日本赤十字社 和歌山医療センター 1)、新宮市立医療センター 2)、紀南病院 3)、労働者健康福祉機構 和歌山労災病院 4)、済生会 
和歌山病院 5)
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【はじめに】2004年 11月に移転した当院では、細菌検査
室を開設する予定で部屋の確保と設備投資を一部行ったが

新病院の医療機器や設備に費用がかかったため、安全キャ

ビネットとフラン器等の設置にとどまった。その後も予算

承認が下りず、実施項目は入院患者の持込みMRSA検査の
みであった。またこの検査は生理機能検査室が担当してい

た。当院は地域の基幹病院であり、感染症診断の重要性・

迅速性が問われる中、着任当初は 2～3年後の細菌検査室開
設を目標に準備を進めていたが、2015年 4月より当院へ総
合診療医 3名が配属されることになり、事前面談で細菌検
査の院内実施を強く要望されたため早急な対応が必要とな

った。

【開設経緯】移転後 10年が経過し、院内すべての医療機
器の老朽化が進み、検体検査分析装置もトラブルが頻発す

るようになった。そこで検体検査の FMS化と細菌検査室の
ブランチ化を提案し 2014年 12月に公示、2015年 2月に
入札の運びとなりその結果、株式会社 LSIメディエンスが
落札した。

【細菌検査室の設備】

・血液培養装置：BACTEC FX40　2台
・同定感受性装置：WalkAway40　1台
・質量分析装置：MALDI バイオタイパーMF　1台
・微生物管理システム：LabPro
【開設】2015年 10月 1日よりブランチラボスタッフ 2名
を配置していただき、一般細菌検査のみでスタートした。

勤務体制は月曜日から土曜日までの日勤のみとし、土曜

日については交代勤務とした。また ICTや院内感染対策委
員会にも参加してもらっている。

【効果】全面外注と比較して差は歴然としており、中でも

血液培養陽性時の塗抹結果報告と質量分析装置による同定

結果報告で報告日数が 3日以上短縮され、臨床に貢献して
いる。

【今後の課題】一般細菌検査のみでスタートしたが、要望

が増えるようであれば抗酸菌の塗抹鏡検を実施することも

視野に入れている。　

　　　　　　　　　　連絡先：0736-37-1200  内線：7211　　　　　　　　　　　　　　

当院の細菌検査室開設について

◎秋田 豊和 1)

橋本市民病院 1)

EntryNo. 1448

【はじめに】

中央検査部門においては、自らの職場を継続させ、さらに

発展させて行くために病院の経営方針に従った目標を持ち、

職員が一体となって日常業務を実施し、そして職場の存在

価値を向上させていく必要がある。しかしながら、日々の

多忙な環境の中で一組織の存在価値を向上させるのは非常

に難しいと考えられる。

【目的】

中央検査部門の組織としての存在価値を高め、個人として

も達成感が実現できるような研修プログラムを構築し、そ

れを実践して行くことでさらに働き甲斐のある職場を作る。

【実施内容】

株式会社ウェイアンドアイの臨床検査室の存在価値向上プ

ログラムを活用し、2014年 9月より 2015年 3月まで、4回
の研修会と実践報告会を実施し、各検査室のアクションプ

ランを現在も継続中である。研修では、顧客の期待内容を

調査し、組織の目標やありたい未来についてもディスカッ

ションを繰り返した。

【結果】

顧客のニーズから中央検査部門のありたい未来像を決定し、

そこに向けてのアクションプランを実行している。実行か

ら半年後に中間報告会も実施しており、プログラムの問題

や見直しも随時実施中である。今回の研修プログラムによ

り検査室の目標が明確化し、各個人が検査室の和を大切に

しながら成長している。

【考察】

顧客のニーズや、各部員や組織の目標が明確になることで

職場内の一体感が増したが、今後はこのプログラムを継続

し、新たに起こる問題を見直し、さらに病院内の他部署へ

も広げて行くことで、病院全体がさらに地域医療へ貢献で

きるものと思われる。

連絡先：06-6585-1071(1520)

中央検査部門の存在価値向上に向けた研修プログラムの実施

◎川住 勇 1)、竹浦 久司 1)

社会医療法人 きつこう会 多根総合病院 1)

EntryNo. 4347

一
般
演
題

172




